
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力のない方や、不十分
な方（認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など）に代わり、後
見人等が財産の管理に関する事務や、生活、療養看護に関する事務を
行う制度であり、法定後見制度（法律による後見の制度）と任意後見
制度（契約による後見の制度）があります。

成年後見制度利用
月例無料相談会
遺 言 と 相 続 の ご 相 談 に も 応 じ ま す

総合福祉会館
(５階第１会議室）

毎月第４金曜日
１３：００～１６：００

三浦市役所
（別棟２階市民相談室）

毎月第４水曜日
１３：００～１６：００

逗子市役所
（国民健康課相談室）

毎月第２水曜日
１０：００～１６：００

毎月４会場で無料相談を開催（予約不要）。
※開催日時や会場の部屋が変更になる場合がありますのでご注意ください。

葉山町役場
（玄関脇小会議室）

毎月第３金曜日
１０：００～１６：００

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部横須賀地区

―町内会等への講師派遣も無料で受け付けます―
問合せ先 地区長 小林浩悦 TEL080-2246-2120

一 般 社 団 法 人 コ ス モ ス 成 年 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー
は 、 成 年 後 見 制 度 に 取 り 組 む 行 政 書 士 が 参 加 し て
結 成 し た 社 団 法 人 で す 。

横須賀市

ご相談は（一社）コスモス成年後見サポートセンター横須賀地区会員が担当しています。


